
   津市立幼稚園に在籍する園児の預かり保育実施要綱 

 

平成１８年１月１日教育委員会訓第８号  

 

 改正 平成２７年３月２７日教育委員会訓第１号 

    令和５年７月１３日教育委員会訓第１号 

    令和７年２月１０日教育委員会訓第１号 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、津市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）に在籍する園

児への預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （預かり保育の実施） 

第２条 幼稚園は、地域の実態や保護者の要望により、希望者を対象に、正規

の保育時間終了後引き続き、教育課程外の活動として預かり保育を実施する

ことができる。 

 （預かり保育を行う日） 

第３条 幼稚園は、次に掲げる日を除いた日において、預かり保育を実施する

ことができる。ただし、園長が必要があると認める場合には、実施日を変更

することができる。 

⑴ 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日 

⑵ 振替休業日 

⑶ ４月１日から４月５日まで 

⑷ ８月１４日から８月１６日まで 

⑸ １２月２８日から翌年の１月４日まで 

 （保育時間） 

第４条 預かり保育を行う時間は、正規の保育時間終了後２時間を基本とする。 

２ 正規の保育を行わない日にあっては、午前９時から午後４時までとする。 

 （保育の申込み） 

第５条 預かり保育を希望する者は、預かり保育申込書（別記様式）に必要な

事項を記載し、園長に提出しなければならない。 

 （施設の使用） 

第６条 預かり保育は、幼稚園の施設を使用して行うものとする。 



２ 園長は、園外保育等の行事において使用する施設を変更するときは、あら

かじめ津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に届け出なければな

らない。 

 （利用者負担） 

第７条 預かり保育に係る利用者負担については、条例で定める。 

 （経費負担） 

第８条 預かり保育に要する経費は、本市が負担する。ただし、食料費等にお

いては、預かり保育を受けた者の保護者に負担を求めることができる。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の施行前に合併前の美里村立幼稚園に在籍する園児への預かり保育

実施要綱（平成１３年美里村教育委員会告示第１号）、香良洲町立幼稚園に

在籍する園児の預かり保育に関する規則（平成１３年香良洲町教育委員会規

則第５号）又は美杉村立幼稚園に在籍する園児の午後等の保育に関する実施

要綱（平成元年美杉村教育委員会要綱第１号）の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、それぞれこの訓の相当規定によりなされた手続その他の行為

とみなす。 

   附 則（平成２７年３月２７日教育委員会訓第１号） 

 この訓は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年７月１３日教育委員会訓第１号） 

 この訓は、令和５年７月１８日から施行する。 

附 則（令和７年２月１０日教育委員会訓第１号） 

 この訓は、令和７年４月１日から施行する。 
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別記様式（第５条関係） 

 

預 か り 保 育 申 込 書 

年  月  日  

 

 （あて先）   幼稚園長 

（〒    ）     

保護者住所           

氏名        印  

園児氏名           

 

 幼稚園における預かり保育を希望しますので、次のとおり申し込みます。 

 

１ 預かり保育を希望する日又は期間 

       年  月  日から    月  日まで 

 正規の教育を行う日          時から  時まで 

 正規の教育を行わない日        時から  時まで 

 

２ 預かり保育を希望する理由 

                                         

                                         

緊急時の連絡先等 

 (１) 名 前                子どもとの関係（   ） 

 (２) 電 話   勤務先                       

          自 宅                       

         （   ）                      

 (３) その他                             
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※ 保護者氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 


